
「申請手続等の見直しに関する調査－戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として－」

の勧告に対する改善措置状況（2回目のフォローアップ）

1

令和元年5月10日

【勧告先】金融庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省
【勧告日】平成29年3月28日 【1回目の回答日】平成30年4月17日～4月27日【2回目の回答日】平成31年4月18日～4月25日（改善状況は4月1日現在）

1 申請手続等は、申請者の負担軽減の観点から不断に見直すことが必要
国民から、①戸籍謄本（又は戸籍抄本）の提出に代えて住民票の写しの提出を認めてほしい、②相続時には複数部数の戸籍謄本

等が必要となり交付手数料がかさむので、提出した戸籍謄本等を返却してほしい（行政相談委員の意見）といった要望あり。

2 戸籍謄本等は、多くの申請手続等で共通的に提出が求められているが、
① 住民票の写しと比較して一般に交付手数料が高額、本籍地と住所地が異なる場合には郵送による交付申請を行う必要があるな
ど取得に手間等の事情あり。
② 相続時に必要とされる多くの手続の中には、提出された戸籍謄本等を申請者に返却している手続と、返却していない手続あり。

背景等

1 本人確認等のために必要としている戸籍謄本等の提出の見直し

14手続全てについて、省令等の改正により本籍記載のある
住民票の写しでも本人確認等を行うことができる旨規定

① 本籍記載のある住民票の写しで本人確認等が可能
である手続

⇒ 法令を改正するなどして、戸籍謄本等の提出を
不要とし、本籍記載のある住民票の写しで本人確認
等を行うこと（14手続）

② 試験申込等から登録申請までの間の「氏名」等の
変更の有無を確認するため戸籍謄本等の提出を求め
ている手続

⇒ 法令を改正するなどして、「氏名」等の変更がある
者のみ戸籍謄本等を求め、変更がない者については、
本籍記載のある住民票の写し又は身分証明書で本人
確認等を行うこと（26手続）

◆14手続の例
⇒ 公有水面埋立免許の申請、港湾運送事業の許可の申請、

海事補佐人の登録の申請

26手続全てについて、省令等の改正により
試験の申請時から「氏名」等に変更があった者を除き、
本籍記載のある住民票の写しでも
本人確認等を行う旨等規定

◆26手続の例
⇒ 看護士免許の申請

勧告事項 主な改善措置状況
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2 相続時に提出する戸籍謄本等の返却の推進
勧告事項 主な改善措置状況

① 戸籍謄本等を返却することとされていない手続
⇒ 法令を改正するなどして、戸籍謄本等の返却又は
戸籍謄本等のコピーの受付を行うこと（13手続）

② 戸籍謄本等を返却することとされていない手続の
うち、地方公共団体が手続実務を行っている手続

⇒ 地方公共団体が戸籍謄本等を返却できるよう、技術
的助言を行うこと（4手続）

13手続全てについて、省令等の改正により
戸籍謄本等の返却を行う旨規定

◆13手続の例
⇒ 相続税の申告

4手続全てについて、関係会議において地方公共団体に
戸籍謄本等の返却が可能であることを周知

◆4手続の例
⇒ 理容所の開設者の地位の承継の届出
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申請手続等の見直しに関する調査－戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として－ 

の結果に基づく勧告に対する改善措置状況（2回目のフォローアップ）の概要 
 

 

【調査の実施時期等】 

1 実 施 時 期     平成28年8月～29年3月 

 

2 対 象 機 関     調 査 対 象 機 関：全府省（内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会（警察庁）、個人情報保護委員会、金融庁、

消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済

産業省、国土交通省、環境省、防衛省） 

関連調査等対象機関：特殊法人、国立大学法人、都道府県、市町村、関係団体等 

 

【勧告日及び勧告先】  平成29年3月28日 金融庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 

 

【回 答 年 月 日】  平成30年4月17日～4月27日 

 

【その後の改善措置状況に係る回答年月日】 平成31年4月18日～4月25日 

 ※改善状況は、平成31年4月1日現在 

  

金 融 庁 平成 30年 4月 27日  総 務 省 平成 30年 4月 17日  財 務 省 平成 30年 4月 23日 

厚 生 労 働 省 平成 30年 4月 20日  農 林 水 産 省 平成 30年 4月 26日  国 土 交 通 省 平成 30年 4月 26日 

金 融 庁 平成 31年 4月 25日  総 務 省 平成 31年 4月 18日  財 務 省 平成 31年 4月 24日 

厚 生 労 働 省 平成 31年 4月 24日  農 林 水 産 省 平成 31年 4月 22日  国 土 交 通 省 平成 31年 4月 25日 
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【調査の背景事情】 

 

 

勧 告 事 項 関係府省が講じた改善措置状況 

1 本人確認等のために必要としている戸籍謄本等の提出の見直し  

（勧告要旨） 

関係府省は、戸籍謄本等の提出を求めている手続について、申請者

の負担軽減を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 本籍記載のある住民票の写しで本人確認等が可能である手続につ

いては、法令を改正するなどして、戸籍謄本等の提出を不要とし、

本籍記載のある住民票の写しで本人確認等を行うこと。（総務省、国

土交通省） 

（調査結果） 

○ 本籍記載のある住民票の写しにより、本人確認等が可能と考えられる

手続（14手続） 

① 本人確認のため、「氏名」「生年月日」及び「本籍地」（以下、こ

れらを総称して「3 情報」という。）を確認している手続【公有水

面埋立免許の申請等 9手続】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申請手続等は、申請者の負担軽減の観点から不断に見直すことが必要であり、総務省においても見直しの推進に継続的に取り組み 

○ 国民から、①戸籍謄本（又は戸籍抄本）の提出に代えて住民票の写しの提出を認めてほしい、②相続時には複数部数の戸籍謄本等が必要となり

交付手数料がかさむので、提出した戸籍謄本等を返却してほしい（行政相談委員の意見）といった要望あり 

○ 戸籍謄本等は、多くの申請手続等で共通的に提出が求められているが、①住民票の写しと比較して一般に交付手数料が高額である（450円＞300

円程度）、本籍地と住所地が異なる場合には郵送による交付申請を行う必要があるなど取得に手間がかかる、身分事項などいわゆる機微情報が記載

されている等の事情がある、②相続時に必要とされる多くの手続の中には、提出された戸籍謄本等を申請者に返却している手続と、返却していな

い手続あり 

○ この調査は、以上のような状況を踏まえ、申請手続等における国民負担の軽減を図る観点から、戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心と

して、申請手続等における提出書類の取扱状況の実態を調査し、関係行政の改善に資するために実施 

→1回目のフォローアップ時に確認した改善措置状況 
⇒2回目のフォローアップ時に確認した改善措置状況 
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② 本人確認のため及び欠格事由のうち犯歴（注）を本籍地の市町村

に照会するため、3情報を確認している手続【軽油引取税における

元売業者の指定の申請、港湾運送事業の許可の申請等 4手続】 

（注）禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなってから 3年を経過しない者等 

③ 本人確認のため及び所在不明となった名簿登録者の現住所を本

籍地の市町村に照会するため、3情報を確認している手続【海事補

佐人の登録の申請 1手続】 

  

  【総務省】 

   ・ 軽油引取税における元売業者の指定の申請 

   ・ 軽油引取税における仮特約業者の指定の申請 

   ・ 軽油引取税における特約業者の指定の申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総務省】 

→ 「平成 29年度税制改正の大綱」（平成 28年 12月 22日閣議決定）にお

いて、「軽油引取税における元売業者、仮特約業者又は特約業者の指定の

申請を個人が行う場合の申請書に係る添付書類のうち、戸籍抄本について

は、本籍の記載のある住民票の写しに代えることができることとする。

（注）上記の改正は、平成 29 年 4 月 1 日以後に指定の申請を個人が行う

場合について適用する。」とされた。 

これを受け、平成 29 年 3 月 31 日に地方税法施行規則（昭和 29 年総理

府令第 23 号）を改正し、軽油引取税における元売業者、仮特約業者又は

特約業者の指定の申請を個人が行う場合の申請書に係る添付書類のうち、

戸籍抄本については、本籍の記載のある住民票の写しに代えることができ

るよう規定した。（同年 4月 1日施行） 

また、上記改正内容については、「地方税法、同法施行令、同法施行規

則の改正等について」（平成 29年 4月 1日付け総税企第 36号総務大臣通

知）を都道府県に発出し、周知徹底を図った。 

さらに、申請者に対しては、平成 30年 4月から、各都道府県において、

申請者が個人である場合は、本籍の記載のある住民票の写しに代えること
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ができる旨を窓口等で案内している。 

⇒ 地方税法施行規則改正後、軽油引取税の担当者会議等の機会を捉えて、

改めて周知徹底を図っている。 

また、各都道府県においては、申請者に対して、当該手続の問合せ時等

に個別に周知している。 

今後も、申請者に対し、必要に応じて周知を図っていきたい。 

  【国土交通省】 

   公有水面埋立免許の申請 

 

 

【国土交通省】 

→ 平成 29 年 6 月 15 日に公有水面埋立法施行規則（昭和 49 年運輸省・建

設省令第 1号）を改正し、戸籍抄本だけでなく、本籍の記載のある住民票

の写しでも本人確認を行うことができる旨規定した。（同日施行） 

⇒ 今後、本籍記載のある住民票の写しを添付した申請があった場合には、

本籍記載のある住民票の写しで本人確認を行う等、適切に対応していきた

い。 

  【国土交通省】 

   船舶に乗り組む衛生管理者の資格の認定の申請 

 

 

【国土交通省】 

→ 平成 29年 6月 15日に船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令

（昭和 37年運輸省令第 43号）を改正し、戸籍謄本や抄本だけでなく、本

籍の記載のある住民票の写しでも本人確認を行うことができる旨規定し

た。（同日施行） 

また、当該改正内容については、各地方運輸局等に対して「衛生管理者

試験等事務取扱要領の一部改正について」（平成 29 年 7 月 28 日付け国海

員第 117号海事局船員政策課長通知）を、関係団体に対して「船舶に乗り

組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正ついて」（平成 29年 8月

1日付け国土交通省海事局船員政策課労働環境対策室通知）を発出し、周

知した。 

さらに、申請者に対しては、平成 30 年 5 月から、国土交通省のホーム

ページに当該改正内容を掲載することにより、周知する予定である。 
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⇒ 申請者に対しては、国土交通省のホームページに掲載している「衛生管

理者資格の認定」申請の案内情報を更新することにより、周知した。 

 なお、提出書類に本籍記載の住民票の写しが追加されたことが申請者に

分かりやすいように、当該改正の経緯、趣旨、改正内容について特記して

いる。 

 今後とも本籍記載のある住民票の写しで本人確認を行う等、適切に対応

していきたい。 

  【国土交通省】 

   廃油処理事業の許可の申請 

【国土交通省】 

→ 平成 29年 6月 15日に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行

規則（昭和 46年運輸省令第 38号）を改正し、戸籍抄本だけでなく、本籍

の記載のある住民票の写しでも本人確認を行うことができる旨規定した。

（同日施行） 

また、当該改正内容については、各地方運輸局等に対して「海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律施行規則の改正について」（平成 30 年

2 月 19 日付け国土交通省港湾局海洋・環境課課長補佐事務連絡）を発出

し、周知した。 

さらに、申請者に対しては、平成 30 年 5 月から、国土交通省のホーム

ページに当該改正内容を掲載することにより、周知する予定である。 

⇒ 申請者に対しては、平成 30 年 5 月から、国土交通省のホームページに

当該改正内容を掲載することにより、周知した。 

今後も、国土交通省のホームページ等により周知徹底を図っていくとと

もに、適切に対応していきたい。 

  【国土交通省】 

   小型船造船業の登録の申請 

 

 

【国土交通省】 

→ 平成 29 年 6 月 15 日に小型船造船業法施行規則（昭和 41 年運輸省令第

54 号）を改正し、戸籍抄本だけでなく、本籍の記載のある住民票の写し

でも本人確認を行うことができる旨規定した。（同日施行） 
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また、当該改正内容については、各地方運輸局等に対して「内航海運業

法施行規則等の一部改正について」（平成 29 年 8 月 28 日付け国土交通省

海事局内航課長・船舶産業課長事務連絡）を発出し、周知徹底した。 

さらに、申請者に対しては、当該手続の問合せ時等に個別に周知してい

る。  

⇒ 申請者に対しては、手続の問合せ時等に当該改正内容の周知を図ってい

るところであり、今後も、機会があるごとに周知を図るとともに、適切に

対応していきたい。 

  【国土交通省】 

   ・ 倉庫業の登録の申請 

   ・ 発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の申請 

 

 

【国土交通省】 

→ 平成 29年 6月 15日に倉庫業法施行規則（昭和 31年運輸省令第 59号）

を改正し、戸籍抄本だけでなく、本籍の記載のある住民票の写しでも本人

確認を行うことができる旨規定した。（同日施行） 

また、当該改正内容については、各地方運輸局等に対して「倉庫業法施

行規則の一部改正について」（平成 29年 6月 15日付け国官参物第 34号大

臣官房参事官（物流産業）通知）を発出し、周知徹底した。 

さらに、倉庫事業者等や申請者に対しては、一般社団法人日本倉庫協会

や一般社団法人日本冷蔵倉庫協会に対する通達の発出や国土交通省のホ

ームページ内の倉庫業申請に係るパンフレット「倉庫業登録申請の手引

き」への記載等により、周知している。 

⇒ 今後も、国土交通省のホームページ等により周知徹底を図るとともに、

適切に対応していきたい。 

  【国土交通省】 

   内航海運業の登録の申請 

 

 

【国土交通省】 

→ 平成 29年 6月 15日に内航海運業法施行規則（昭和 27年運輸省令第 42

号）を改正し、戸籍抄本だけでなく、本籍の記載のある住民票の写しでも

本人確認を行うことができる旨規定した。（同日施行） 

また、当該改正内容については、各地方運輸局等に対して「内航海運業
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法施行規則等の一部改正について」（平成 29 年 8 月 28 日付け国土交通省

海事局内航課長・船舶産業課長事務連絡）を発出し、周知徹底した。 

さらに、申請者に対しては、当該手続の問合せ時等に個別に周知してい

る。 

⇒ 申請者に対しては、手続の問合せ時等に当該改正内容の周知を図ってい

るところであり、今後も、機会があるごとに周知を図るとともに、適切に

対応していきたい。 

  【国土交通省】 

   ・ 鉄道事業の許可の申請 

   ・ 索道事業の許可の申請 

 

【国土交通省】 

→ 平成 29年 6月 15日に鉄道事業法施行規則（昭和 62年運輸省令第 6号）

を改正し、戸籍抄本だけでなく、本籍の記載のある住民票の写しでも本人

確認を行うことができる旨規定した。（同日施行） 

また、当該改正内容については、各地方運輸局に対して「鉄道事業法施

行規則の一部改正後における鉄道事業の許可申請書に添付すべき書類に

ついて」（平成 30年 4月 9日付け国土交通省鉄道局幹線鉄道課専門官・都

市鉄道政策課専門官・施設課課長補佐事務連絡）を発出し、周知徹底した。 

さらに、申請者に対しては、平成 30年 4月 18日から、国土交通省のホ

ームページに当該改正内容を掲載することにより、周知している。 

⇒ 各地方運輸局に対しては打合せの機会等を通じ、申請者に対しては窓口

での周知等により、当該改正内容について周知を図った。 

 今後も、国土交通省のホームページ等により周知徹底を図るとともに、

適切に対応していきたい。 

  【国土交通省】 

   港湾運送事業の許可の申請 

 

 

【国土交通省】 

→ 平成 29 年 6 月 15 日に港湾運送事業法施行規則（昭和 34 年運輸省令第

46 号）を改正し、戸籍抄本だけでなく、本籍の記載のある住民票の写し

でも本人確認等を行うことができる旨規定した。（同日施行） 

また、当該改正内容については、各地方運輸局等に対して、平成 29 年
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6月 16日に電子メールにより、「港湾運送事業法施行規則の一部改正につ

いて」を送付し、周知徹底した。 

さらに、申請者に対しては、平成 30 年 4 月から、国土交通省のホーム

ページに当該改正内容を掲載することにより、周知している。 

⇒ 今後も、国土交通省のホームページ等により周知徹底を図るとともに、

適切に対応していきたい。 

  【国土交通省】 

   海事補佐人の登録の申請 

 

 

【国土交通省】 

→ 平成 29年 2月 23日に海難審判所事務取扱細則（平成 20年 10月 1日海

審総第 15 号）を改正し、戸籍謄本等又は本籍の記載のある住民票の写し

で本人確認等を行う旨規定した。 

また、当該改正内容については、海難審判所及び各地方海難審判所（支

所を含む。）に対して「海難審判所事務取扱細則の一部改正について」（平

成 29年 2月 23日付け海審総第 153号海難審判所長通知）を発出し、周知

徹底した。 

さらに、申請者に対しては、平成 29 年 3 月から、海難審判所ホームペ

ージ内の「海事補佐人の登録を希望する方へ」において、周知している。 

 

 

 

 

（勧告要旨） 

② 試験申込等から登録申請までの間の「氏名」等の変更の有無を確

認するため戸籍謄本等の提出を求めている手続については、法令を

改正するなどして、「氏名」等の変更がある者のみ戸籍謄本等を求め、

変更がない者については、本籍記載のある住民票の写し又は身分証

明書で本人確認等を行うこと。（金融庁、総務省、財務省、厚生労働

⇒ 規則改正後、本籍記載のある住民票の写しで本人確認等を行った事例は

44件（平成 29年 4月～30年 12月）である。 

  今後も、海難審判所のホームページ等により周知徹底を図るとともに、

適切に対応していきたい。 
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省、農林水産省） 

（調査結果） 

○ 氏名等の変更がある者のみ戸籍謄本等の提出を求めれば足りると考

えられる手続（26手続） 

① 登録時に、本人確認のため 3情報を確認し、試験申込等から登録申

請までの間の婚姻等による「氏名」又は「本籍地」の変更の有無を確

認している手続【登録政治資金監査人の登録の申請、医師免許の申請

等 19手続】 

② 登録時に、本人確認のため 3情報を確認し、試験申込等から登録申

請までの間の婚姻等による「氏名」又は「本籍地」の変更の有無を確

認している手続で、禁治産・準禁治産宣告等の通知を受けていないこ

とを確認するため、戸籍謄本等のほかに、身分証明書の提出も求めて

いる手続【行政書士の登録の申請、税理士の登録の申請 2手続】 

③ 登録時に、本人確認のため及び本籍地の市町村に犯歴を照会するた

め、3情報を確認している手続で、試験申込等から登録申請までの間

の婚姻等による「氏名」又は「本籍地」の変更の有無を確認している

手続【獣医師免許の申請等 2手続】 

④ 登録時に、本人確認のため及び本籍地の市町村に犯歴を照会するた

め、3情報を確認している手続で、試験申込等から登録申請までの間

の婚姻等による「氏名」又は「本籍地」の変更の有無を確認している

手続。その上、禁治産・準禁治産宣告等の通知を受けていないことを

確認するため、戸籍謄本等のほかに、身分証明書の提出も求めている

手続【公認会計士の開業登録の申請等 3手続】 

  

  【金融庁】 

   公認会計士の開業登録の申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【金融庁】 

→ 平成 30年 5月を目途に、公認会計士等登録規則（昭和 42年大蔵省令第
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8号）を改正し、公認会計士試験の受験の申込時から登録申請までの間に

「氏名」等の変更がある者のみ戸籍謄本等を求め、変更がない者について

は、本籍記載のある住民票の写し又は身分証明書で本人確認等を行う旨規

定し、施行する予定である。 

また、当該改正予定の内容については、平成 30 年 1 月に、日本公認会

計士協会（以下「協会」という。）に対し、打合せを通して周知している。 

さらに、平成 30 年 5 月を目途に、登録事務を行う協会において、「公

認会計士開業登録の手引」を改正し、当該手引を協会のホームページに掲

載することにより、申請者に対して周知するとともに、大手監査法人に対

して当該変更について周知する予定である。 

⇒ 平成 30年 6月 22日に公認会計士等登録規則を改正し、公認会計士試験

の受験の申込時から登録申請までの間に「氏名」等の変更がある者のみ戸

籍謄本等を求め、変更がない者については、戸籍謄本等を求めないことと

した。 

当該規則改正を受け、公認会計士等の登録事務を行う協会は、「公認会

計士開業登録の手引」を改正し、本籍記載のある身分証明書で本人確認等

を行う旨規定した。 

また、協会の会員及び準会員向け広報誌やホームページにより、当該規

則及び手引の改正内容について周知を図った。 

  【金融庁】 

   外国公認会計士の開業登録の申請 

【金融庁】 

→ 平成 30 年 5 月を目途に、公認会計士等登録規則を改正し、外国公認会

計士試験の受験の申込時から登録申請までの間に「氏名」等の変更がある

者のみ戸籍謄本等を求め、変更がない者については、本籍記載のある住民

票の写し又は身分証明書で本人確認等を行う旨規定し、施行する予定であ

る。 

また、当該改正予定の内容については、平成 30年 1月に、協会に対し、
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打合せを通して周知している。 

⇒ 平成 30年 6月 22日に公認会計士等登録規則を改正し、外国公認会計士

試験の受験の申込時から登録申請までの間に「氏名」等の変更がある者の

み戸籍謄本等を求め、変更がない者については、本籍記載のある身分証明

書で本人確認等を行う旨規定した。 

なお、現在外国公認会計士試験は実施されておらず、新規の開業登録は

当面見込まれない。 

  【金融庁】 

   特定社員登録の申請 

【金融庁】 

→ 平成 30 年 5 月を目途に、特定社員登録規則（平成 19 年内閣府令第 83

号）を改正し、登録申請時に戸籍謄本等の提出を不要とし、本籍記載のあ

る住民票の写し又は身分証明書で本人確認等を行う旨規定し、施行する予

定である。 

また、当該改正予定の内容については、平成 30年 1月に、協会に対し、

打合せを通して周知している。 

さらに、平成 30 年 5 月を目途に、登録事務を行う協会において、「特

定社員登録の手引」を改正し、大手監査法人に対して当該変更について周

知する予定である。 

⇒ 平成 30年 6月 22日に特定社員登録規則を改正し、登録申請時に戸籍謄

本等の提出を不要とした。 

当該規則改正を受け、協会は、「特定社員登録の手引」を改正し、本籍

記載のある身分証明書で本人確認等を行う旨規定した。 

また、協会の会員及び準会員向け広報誌やホームページにより、当該改

正内容について周知を図った。 

  【総務省】 

   登録政治資金監査人の登録の申請 

【総務省】 

→ 平成 30 年 2 月 28 日に政治資金規正法施行規則（昭和 50 年自治省令第

17 号）を改正し、登録政治資金監査人に係る登録申請書の添付書類につ
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いて、平成 30 年 6 月 1 日から戸籍の抄本に代えて本籍の記載のある住民

票の写しで本人確認等を行う旨規定した。 

また、当該改正内容については、日本弁護士連合会、日本公認会計士協

会及び日本税理士会連合会に対して「登録政治資金監査人の登録申請書類

の変更について（周知依頼）」（平成 30 年 2 月 28 日付け政適委第 41 号

総務省政治資金適正化委員会事務局長通知）を発出した。 

さらに、申請者に対しては、平成 30年 2月 28日から、政治資金適正化

委員会のホームページに当該改正内容を掲載することにより、周知徹底を

図っている。 

なお、平成 30年 3月 22日に開催した第 6回政治資金適正化委員会にお

いて、申請者が旧姓の使用を希望する場合に登録申請書に戸籍の抄本等を

添付すること等を決定した。 

⇒ 政治資金規正法施行規則改正後、添付書類のうち戸籍抄本を、本籍の記

載のある住民票の写しに代えて申請手続が行われた事例は 106 件（平成

30年 6月～31年 1月）である。 

また、総務省ホームページでの事前の周知に加え、添付書類が変更にな

る直前の平成 30 年 5 月下旬に、日本弁護士連合会、日本公認会計士協会

及び日本税理士会連合会に対して「登録政治資金監査人の登録申請書類の

変更について（周知依頼）」（平成 30年 5月 29日付け政適委第 137号総

務省政治資金適正化委員会事務局長通知）を発出し、改正内容について改

めて周知を図るとともに、当該 3団体へ規則改正を踏まえた制度周知用リ

ーフレットを配布し、申請者となる各団体所属の会員に改正内容を広く周

知するよう依頼するなどして、申請者への周知を図ったところである。 

今後も、総務省のホームページ等により周知徹底を図っていくととも

に、適切に対応していきたい。 

  【総務省】 【総務省】 
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   行政書士の登録の申請 → 平成 30 年 6 月を目途に、日本行政書士会連合会（以下「日行連」とい

う。）は、日行連が定める「日本行政書士会連合会会則」を改正して、試

験申込等から登録申請までの間に「氏名」等の変更がある者のみ戸籍謄本

等を求め、変更がない者については、本籍記載のある住民票の写しで本人

確認等を行う旨規定する予定である（当該取扱いの実施時期は現時点では

未定）。 

各行政書士会及び申請者への改正内容の周知徹底については、平成 30

年 7月を目途に、総務省から日行連に要請していく予定である。 

⇒ 平成 30年 12月 26 日に、行政書士法（昭和 26年法律第 4 号）第 18条

の 5 において準用する同法第 16 条の 2 の規定に基づき、日本行政書士会

連合会会則の変更について認可した。 

これにより、当該会則に定める登録申請書の添付書類等のうち、「戸籍

抄本」を削除し、「住民票の写し」を「本籍が記載された住民票の写し」

に変更した（平成 31年 1月 1日施行）。 

各行政書士会及び申請者に対しては、平成 30 年 9 月に日行連から事前

周知を実施したほか、日行連のホームページに当該会則の変更内容を掲載

することにより、周知徹底を図っている。 

  【財務省】 

   税理士の登録の申請 

【財務省】 

→ 税理士法施行規則の一部を改正する省令（平成 30年財務省令第 28号）

により税理士法施行規則（昭和 26年大蔵省令第 55号）が改正され、税理

士の登録申請書に添付が必要とされる戸籍抄本について、試験申込時から

登録までの間に氏名等の変更がある申請者を除き、提出を要しないことと

された（平成 30年 4月 1日から適用）。 

また、登録事務を行う日本税理士会連合会においては、税理士法施行規

則の改正を踏まえ、日本税理士会連合会ホームページを通じて申請者等へ

の周知を行っており、各税理士会に対しても申請者への周知を行うよう連
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絡しているところである。なお、日本税理士会連合会会則の改正は７月の

定期総会で行う予定である。 

⇒ 上記の税理士法施行規則改正後は、試験申込時から登録申請までの間に

氏名の変更がある場合などを除き、登録申請を行う者について、戸籍抄本

の提出が不要となっている。 

各税理士会に対しては、日本税理士会連合会から事務連絡（平成 30年 4

月 3 日付け日連 30 第 9 号（登第 6 号））により、申請者に対しては日本

税理士会連合会及び各税理士会のホームページにより、この税理士法施行

規則の改正の内容について周知を図った。 

なお、この税理士法施行規則の改正に伴う日本税理士会連合会会則の整

備は、準備が整い次第、行われる予定である。 

  【厚生労働省】 

   ・ 医師免許の申請 

   ・ 歯科医師免許の申請 

   ・ 保健師免許の申請 

   ・ 助産師免許の申請 

   ・ 看護師免許の申請 

   ・ 診療放射線技師免許の申請 

   ・ 臨床検査技師免許の申請 

   ・ 理学療法士免許の申請 

   ・ 作業療法士免許の申請 

   ・ 視能訓練士免許の申請 

   ・ 臨床工学技士免許の申請 

   ・ 義肢装具士免許の申請 

   ・ 歯科技工士免許の申請 

   ・ 救急救命士免許の申請 

【厚生労働省】 

→ 免許申請書に添えなければならない書類を戸籍の謄本若しくは抄本又

は本籍記載のある住民票の写しに変更するため、関係省令を改正すること

について、平成 30 年 7 月にパブリックコメントを実施し、同年 9 月を目

途に改正する予定である。 

上記の改正後、平成 31年の免許申請から当該変更を行う予定である。 

また、各都道府県に対して通知を発出し、周知徹底する予定である。 

さらに、申請者に対しては、平成 30年 12月を目途に、厚生労働省のホ

ームページに当該改正内容を反映した申請書等を掲載する予定である。ま

た、各学校養成所等に、新様式の申請書を配布することにより、周知する

予定である。 

⇒ 免許申請書に添えなければならない書類を戸籍の謄本若しくは抄本又

は本籍記載のある住民票の写し及び住民票記載事項証明書に変更するた

め、関係省令を平成 30年 11月（一部は同年 9月、10月）に改正した。 

 上記の改正内容については、都道府県等に対して通知を発出し、周知徹
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   ・ 薬剤師免許の申請 

   ・ 准看護師免許の申請 

底を行った。 

また、厚生労働省のホームページ（e-Gov）への当該改正内容を反映し

た申請書の掲載、各学校養成所等に対する当該改正内容を反映した申請案

内の配布等により、周知を行った。 

  【厚生労働省】 

   クリーニング師免許の申請 

【厚生労働省】 

→ 平成 30 年 3 月 30 日に、クリーニング業法施行規則（昭和 25 年厚生省

令第 35 号）を改正し、試験申込時から免許申請時までの間に「氏名」等

の変更がある者のみ戸籍謄本等を求め、変更がない者については、本籍記

載のある住民票の写しでも本人確認等を行うことができる旨規定し、施行

した。 

また、当該改正内容については、平成 30年 3月 30日に、各都道府県に

対して通知を発出し、周知徹底した。 

さらに、改正クリーニング業法施行規則の公布後、速やかに厚生労働省

のホームページに当該改正内容を掲載することにより、申請者に対しても

周知した。 

⇒ クリーニング関係団体や地方公共団体向けの講演にて上記改正内容の

周知を行った。  

引き続き、厚生労働省のホームページに当該改正内容を掲載することに

より、申請者に対しても周知している。 

  【厚生労働省】 

   販売従事登録(登録販売者)の申請 

【厚生労働省】 

→ 平成 29年 9月 26日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行規則（昭和 36 年厚生省令第 1 号）を改正し、試

験申込等から登録申請までの間に「氏名」等の変更がない者については、

本籍記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書で本人確認等を

行うことができるよう規定した。（同日施行） 

また、当該改正内容については、各都道府県に対して「医薬品、医療機
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器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改

正する省令等の施行等について」（平成 29 年 9 月 26 日付け薬生発 0926

第 10号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）を発出し、周知徹底した。 

その結果、各都道府県では、「氏名」等の変更がある者のみ戸籍謄本等

を必須として求め、変更がない者については、本籍記載のある住民票の写

し又は住民票記載事項証明書でも本人確認等を行っている。 

さらに、申請者に対しては、平成 29年 9月 26日以降、各都道府県にお

いて、試験合格者に改正内容を掲載した申請案内を配布すること等によ

り、周知している。 

⇒ 各都道府県等に対しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等に

ついて」（平成 29年 9月 26日付け薬生発 0926第 10号厚生労働省医薬・

生活衛生局長通知）により、当該改正内容の周知を図った。 

また、各都道府県に対して、平成 29年 10月 6日に実施した「全国薬務

主管課長協議会」の場で、改正内容を掲載した申請案内やホームページに

より試験合格者（申請者）への周知を行うよう依頼した。 

  【農林水産省】 

   獣医師免許の申請 

【農林水産省】 

→ 平成 30年 4月 25日に、獣医師法施行規則（昭和 24年農林省令第 93号）

の改正により、本籍記載のある住民票の写しで本人確認等を行う旨規定し

た。 

なお、試験申込時から申請時までの間に「氏名」等の変更がある者につ

いては、運用において、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を求めるものとする

予定である。 

また、申請者に対しては、平成 30 年 4 月下旬に、農林水産省ホームペ

ージ等で改正内容についての周知をする予定である。 

⇒ 獣医師法施行規則改正後、獣医師免許の交付、獣医師名簿への登録に当
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たって、本籍記載のある住民票の写しによる本人確認等を実施していると

ころである。 

また、平成 30 年 4 月に、獣医師免許手続の登録申請の内容を記した農

林水産省ホームページについて上記の改正内容を反映させた。 

さらに、獣医師国家試験会場で免許の申請書類等について記載した「合

格発表及び免許申請」を受験者に配布し、免許の申請手続の添付書類に本

籍記載のある住民票の写し等が必要であることについて周知を図った。 

今後も、農林水産省のホームページ等により周知徹底を図るとともに、

適切に対応していきたい。 

  【農林水産省】 

   家畜人工授精師免許の申請 

 

【農林水産省】 

→ 平成 30年 4月を目途に、家畜改良増殖法施行規則（昭和 25年農林省令

第 96 号）の改正により、本籍記載のある住民票の写しで本人確認等を行

う旨規定し、施行する予定である。 

なお、試験申込等から登録申請までの間に「氏名」等の変更がある者に

ついては、運用において、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を求めるものとす

る予定である。 

また、同規則の施行に併せて、各都道府県に対して通知を発出し、当該

改正内容について周知徹底する予定である。 

さらに、申請者への改正内容の周知については、改正後、ホームページ

等により行うよう各都道府県に依頼するとともに、農林水産省のホームペ

ージにおいても行う予定である。 

⇒ 平成 30 年 5 月に家畜改良増殖法施行規則を改正し、本籍記載のある住

民票の写しで本人確認等を行う旨を規定した。 

上記改正に併せて、各農政局等に対して「家畜改良増殖法施行規則の一

部を改正する省令について」（平成 30年 5月 1日付け 30生産第 309号生

産局畜産部畜産振興課長通知）を発出し、当該改正内容について各都道府
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県に周知徹底を図った。 

さらに、申請者への改正内容の周知については、改正後、ホームページ

等により行うよう各都道府県に依頼し、農林水産省のホームページにおい

ても周知を行った。 

今後も、農林水産省のホームページ等により周知徹底を図るとともに、

適切に対応していきたい。 

2 相続時に提出する戸籍謄本等の返却の推進  

（勧告要旨） 

関係府省は、相続時に提出する戸籍謄本等を返却することとされて

いない手続については、申請者の負担軽減を図る観点から次の措置を

講ずる必要がある。 

① 戸籍謄本等を返却することとされていない手続については、法令

を改正するなどして、戸籍謄本等の返却又は戸籍謄本等のコピーの

受付を行うこと。（財務省、厚生労働省） 

（調査結果） 

 ○ 戸籍謄本等を返却することとされていない 19 手続について、返却す

ることとされていない理由は、次のとおり（うち 2手続については調査

途上において措置済み）。 

① 法令等に根拠がない。【相続税の申告、理容所の開設者の地位の承

継の届出、自動車の移転登録の申請等 9 手続】 

② 手続実務を行う地方公共団体や地方支分部局が戸籍謄本等を返却

するかどうかを判断している。【製造たばこの小売販売業の承継の届

出、飲食店営業等の許可営業者の地位の承継の届出等 5手続】 

③ 他機関からの照会等に備えて戸籍謄本等を保管する必要がある。

【酒類販売業の相続の申告、遺族補償年金の請求、自動車の移転登録

の申請等 13 手続】 
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④ 事務的負担の増加を懸念している。【酒類販売業の相続の申告等 2 

手続】 

⑤ 戸籍謄本等の返却の要望がない。【酒類販売業の相続の申告等 2 手

続】 

 

  【財務省】 

   相続税の申告 

 

 

 

 

 

【財務省】 

→ 相続税法施行規則の一部を改正する省令（平成 30年財務省令第 15号）

により相続税法施行規則（昭和 25年大蔵省令第 17号）が改正され、相続

税の申告書の添付書類として、戸籍謄本のコピー等を認めることとされた

（平成 30年 4月 1日以後に提出する申告書について適用）。 

また、平成 30 年 4 月 4 日に、国税局及び税務署に対して、上記の改正

内容を周知するリーフレットを送付し、連絡を行った。 

さらに、平成 30年 4月 11日に、上記のリーフレットを国税庁ホームペ

ージに掲載するとともに各税務署に配置することなどにより、納税者に対

して周知を行った。 

⇒ 引き続き、平成 30 年 4 月に刷成したリーフレットを国税庁ホームペー

ジに掲載し、各税務署に配置するとともに、納税者等が相続税の申告書を

作成する際に利用する「相続税の申告のしかた」や「相続税の申告のため

のチェックシート」においても、上記の改正内容に関する記述を追加し、

納税者等に対する周知を図った。 

  【財務省】 

   製造たばこの小売販売業の承継の届出 

 

【財務省】 

→ 平成 29年 6月 9日にたばこ事業法施行規則（昭和 60年大蔵省令第 5号）

を改正し、戸籍謄本等の返却を行う旨規定した。また、戸籍謄本等の返却

を求める際に必要な様式を定めた財務省告示を発出した。 

また、当該改正内容については、各財務局に対して「申請書又は届出書

の添付書類の原本の還付請求があった場合の事務処理について」（平成
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29年 9月 1日付け事務連絡）を発出し、周知徹底した。 

その結果、各財務局では、戸籍謄本等の返却を行っている。 

さらに、申請者に対しては、平成 29 年 9 月 1 日から、財務省ホームペ

ージ内の「たばこ小売販売業の許可申請等各種手続」からリンクしている

電子政府の総合窓口（e-Gov）の「製造たばこの小売販売業の承継の届出」

中、「申請書様式」欄へ原本還付申請書の様式を掲載するとともに、29

年 12 月 1 日から、リーフレット「製造たばこ小売販売業の申請者の皆様

へ」を配布することにより、周知した。 

⇒ たばこ事業法施行規則改正後、各財務局で戸籍謄本等の返却を行った事

例は 77 件（平成 29 年 7 月～31 年 3 月）である。（製造たばこの小売販

売業の許可申請：19件、承継届出：38件、その他の申請・届出：20件） 

また、平成 29年 9月 1日から、電子政府の総合窓口（e-Gov）に原本還

付申請書の様式（PDF形式）を掲載していたが、申請者の利便性向上の観

点から、平成 30年 3月に word形式の様式及び記載例を追加掲載し、関連

する業界団体に対して周知した。 

  【財務省】 

   ・ 酒類販売業の相続の申告 

   ・ 酒類等製造業の相続の申告 

【財務省】 

→ 酒税法施行令等の一部を改正する政令（平成 30 年政令第 136 号）及び

酒税法施行規則の一部を改正する省令（平成 30年財務省令第 19号）によ

り酒税法施行令（昭和 37 年政令第 97 号）及び酒税法施行規則（昭和 37

年大蔵省令第 26 号）が改正され、酒類等の製造業又は販売業を相続しよ

うとする場合の相続申告の添付書類として、戸籍抄本のコピー等を認める

こととされた（平成 30年 4月 1日以後に提出する申告書について適用）。 

また、平成 30年 3月 29日に、国税局及び税務署に対して、当該改正内

容に対応した様式を送付するとともに、平成 30 年 4 月１日以降は上記の

改正内容を申告者に周知するように連絡した。 

さらに、平成 30 年 6 月末を目途に、法令解釈通達（様式編）の改正を
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行い、新様式について国税庁ホームページに掲載する予定である。 

⇒ 平成 30年 6月 29日に、法令解釈通達（様式編）の改正を行い、同年 7

月 9日に、新様式について国税庁ホームページに掲載した。 

 また、国税局及び税務署に対して、会議等の場でその旨連絡するととも

に、申請者に対して、窓口等で当該改正内容について周知を図った。 

 今後も、免許相談等の機会を活用して、申請者に対しての周知徹底を図

っていくとともに、適切に対応していきたい。 

  【厚生労働省】 

   ・ 遺族補償年金の請求 

   ・ 遺族補償一時金の請求 

   ・ 遺族年金の請求 

   ・ 遺族一時金の請求 

   ・ 未支給の保険給付の請求 

   ・ 葬祭料の請求 

   ・ 葬祭給付の請求 

   ・ 障害補償年金差額一時金の請求 

   ・ 障害年金差額一時金の請求 

【厚生労働省】 

→ 平成 30 年 3 月 30 日､申請者が戸籍謄本等の返却を希望する場合は、コ

ピーをとり原本を返却する旨を規定した「未支給の保険給付、遺族（補償）

給付及び障害（補償）年金差額一時金の請求における戸籍謄本等の取扱い

について」（平成 30年 3月 30日付け基補発 0330第 1号、基保発 0330第

1号厚生労働省労働基準局補償課長、労災保険業務課長通達）を、各都道

府県労働局に対して発出した。 

これを受け、各労働基準監督署では、希望があれば戸籍謄本等を返却す

ることとなる。 

⇒ 上記通達の発出後、申請者が戸籍謄本等の返却を希望する場合は、適切

に返却を行っているところである。 

今後とも適切な事務処理が行われるよう、指示を徹底してまいりたい。 

 

 

 

 

(勧告要旨） 

② 戸籍謄本等を返却することとされていない手続のうち、地方公共

団体が手続実務を行っている手続については、地方公共団体が戸籍

 

 

 

 

【厚生労働省】 

→ 平成 30 年 2 月 28 日に開催した、「平成 29 年度全国生活衛生・食品安

全関係主管課長会議」において、①飲食店営業等の許可営業者の地位の承
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謄本等を返却できるよう、技術的助言を行うこと。（厚生労働省） 

  【厚生労働省】 

   ・ 飲食店営業等の許可営業者の地位の承継の届出 

   ・ 理容所の開設者の地位の承継の届出 

   ・ 美容所の開設者の地位の承継の届出 

   ・ クリーニング業の営業者の地位の承継の届出 

継手続、②理容所の開設者の地位の承継手続、③美容所の開設者の地位の

承継手続、④クリーニング業の営業者の地位の承継手続における戸籍謄本

等の提出に当たり、申請者の要望があれば原本の返却を行うことが可能で

あることを、各都道府県、保健所設置市、特別区に対して周知し、営業者

に対する周知等適切な対応が図られるよう依頼した。 

⇒ 申請者から要望がある場合、地方公共団体の判断にて戸籍謄本等の原本

を返却しているところである。 

また、飲食店営業等の許可営業者の地位の承継手続については、平成

31 年 3 月 11 日に実施した「平成 30 年度全国生活衛生・食品安全関係主

管課長会議」において、戸籍謄本等の返却を適切に行うよう各地方公共団

体に対して再度依頼した。 

申請者の負担軽減を図るため、引き続き適切な周知に努めたい。 
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